
Ⅳ 障害者自立支援法と高次脳機能障害者に対する相談支援のプロセス 

 

1．障害者自立支援法の概要 
  

障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援するために、平成 18 年 4 月 1 日から

障害者自立支援法が施行された。これまで障害の種類（身体障害、知的障害、精神

障害）ごとに提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等が、共通の制度の下で

一元的に提供されることになった。 
 新しい体系では、サービスは、障害の程度や介護者居住等の状況をふまえて、個

別に支給が決定される「自立支援給付」と、市町村の実情に応じて柔軟に実施でき

る「地域生活支援事業」に大別される。 
 
 

新たな福祉サービスの体系 

 
 
 

 -  - 60



自立支援給付等の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行サービス 新サービス
ホームヘルプ（身・知・児・精) 居宅介護（ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

デイサービス(身・知・児・精) 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅
で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援
などを総合的に行う

ショートステイ(身・知・児・精) 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険
を回避するために必要な支援、外出支援を行う

グループホーム（知・精) 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービ
スを包括的に行う

重症心身障害児施設(児) 児童デイサービス
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生
活への適応訓練等を行う

療護施設(身) 短期入所（ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含
め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

更生施設（身・知) 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、
療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う

授産施設(身・知・精) 生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介
護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提

福祉工場(身・知・精) 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の
介護等を行う

通勤寮(知) 共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事
の介護等を行う

福祉ホーム（身・知・精) 自立訓練（機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、
身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う

生活訓練施設(精) 就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必
要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援（A型＝雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとと
もに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の
援助を行う

移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援する

地域活動支援センター
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等
を行う施設

福祉ホーム
住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供す
るとともに、日常生活に必要な支援を行う
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地域生活支援事業 
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2．高次脳機能障害者支援における市町村・都道府県の役割 
 

高次脳機能障害者に対する相談支援は、障害者自立支援法で定められた市町村

が行う「一般的な相談支援」および都道府県が行う「障害者専門性の高い相談支

援」に位置づけられている。都道府県は、高次脳機能障害者への支援拠点機関お

よび支援コーディネーターを配置し、高次脳機能障害書に対する専門的な相談支

援、関係機関との地域支援ネットワークの充実、高次脳機能障害に関する研究等

を行い、適切な支援が提供される体制を整備する。また、自治体職員や福祉事業

者等を対象に研修を行い、地域での高次脳機能障害者支援の啓発と普及を図る。 
 

高次脳機能障害者支援における市町村・都道府県の役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市町村 
・相談、情報提供・助言、連絡調整 等 

 
支援拠点機関の例 
 都道府県の支援拠点機関としては、リハビリテーションセンター、大学病院、県

立病院等が指定されることが多い。 
 
支援コーディネーターの例 
 支援コーディネーターとしては、社会福祉士、保健師、作業療法士等、高次脳機

能障害者に対する専門的相談支援を行うのに適切な者が従事することが多い。 
 
 
 

３ 市町村が行うべきものであるが、
地域の事情により、現段階では、十
分確保できない場合における支援

・専門的職員(精神保健福祉士など ) の配置 ※
・居住サポート
・成年後見制度利用支援 

※相談支援事業者への委託など多様な支援方法を想定

２ 広域・専門にわたる支援 障害や支援の特性にかんがみ、市町村域を超
えた広域で行うことが適当な支援 
・発達障害者支援センター 
・就業・生活支援センター 
・高次脳機能障害への支援 等 

１ 相談支援に関する基盤整備
・圏域内の実態把握、評価、システムづくり
・相談支援のスーパーバイズ（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣）
・人材育成
・広域的調整 等

一般的な相談支援 (３障害に対応)
・地域のネットワークづくり 

都道府県 
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3．高次脳機能障害者に対する相談支援のプロセス 
 
 平成 13年から 5年間にわたって行われた高次脳機能障害支援モデル事業の登録者

について、障害の特性に応じて実際に行われた支援内容を分析した結果、現行の①

就業支援、②就学支援、③就業・就学準備支援、④授産施設における支援、⑤小規

模作業所に等における支援、⑥在宅支援、⑦施設生活訓練支援、⑧施設生活支援の

いずれかに該当することが明らかになった。これらの支援内容を新たな自立支援給

付等の体系にあてはめると、「就業支援」「就学支援」「就業・就学準備支援」は、「就

労移行支援」、「授産施設における支援」「小規模作業所に等における支援」は「就労

継続支援」、「在宅支援」の一部、「施設生活訓練支援」「施設生活支援」は自立訓練

に概ね該当する。 
 

高次脳機能障害者に対する相談支援のプロセス 

 

申請支援

一次判定（市町村）

二次判定（審査会） 医師意見書

障害程度区分の認定

暫定支給決定

訓練・就労評価項目
→個別支援計画

相談
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勘案事項調査項目
地域生活　就労　日中活動　介護者　居住など

連絡調整

相談・情報提供・助言

障害程度区分認定調査項目（106項目）

市町村に申請

評価・再検討

サービス利用の意向聴取

支給決定

審査会の意見聴取

自立訓練生活介護就労継続支援就労移行支援
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       介護給付を希望する場合      訓練等給付を希望する場合
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